
  

 
 

2020年 3月 18日（水） 第 4号 

  

 ■厚生労働省の休業補償に係る申請の受付が開始 

3月 18 日（水）新型コロナウイルス感染症に係わる小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるを

えなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規・非正規雇用を問わない助成金制度が創設され、申

請の受付が開始されました。 

本制度は、臨時休校で従業員に特別な有給休暇を取得させた企業に対し、助成金を支給する制度であ

り、申請手続きは必要に応じ会社側で行うものでありますが、労働組合の視点で、就業規則等により具

体的な服務規定がない場合は、制度利用による特別休暇創設に向け労使協議をお願いします。 

 

 申請期間  

３月１８日～６月３０日 

 申請書の提出先 

      学校等休業助成金・支援金受付センター 

 問い合わせ先 

 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 

    電話 ０１２０－６０－３９９９（受付時間 ９：００～２１：００ 土日・祝祭日含む） 

 助成金ＨＰ（厚生労働省ＨＰ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 

■福島商工会議所等に対して 2020春闘要請を実施 

  3月 17日（火）連合福島は福島商工会議所、福島県 

中小企業団体中央会に対する要請書を提出しました。 

それぞれの団体からも、新型感染症により県内経済 

  が悪化しているとの報告があり、特に製造業、宿泊業 

  等への影響が著しく、国・県に対する要望のため、具 

  体的な救済策について取りまとめを行っています。 

連合福島として、解雇や雇用止めがさらに進めば、 

経済の悪化につながりかねません。今後、景気が回復 

に向かい始めた時、足腰が弱くて前に進めないという 

ことがないよう、労使が協力して課題解決に努めるこ 

とを確認しました。 

 

  

※連合福島「新型コロナウイルス対策本部」ニュースは連合福島ホームページに掲載しています。 

  新型コロナウイルス感染症特設ページ URL・・・https://www.rengo-fukushima.jp/corona/ 

 

◎お問い合わせ先 

  連合福島組織広報局・遠藤、渡邊 

電話：024-522-0500 メール：rengo-fukushima@bz01.plala.or.jp 

今野会長     石井専務理事 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

